
認知症ケア研修

世田谷区の認知症施策について
～認知症とともに生きる希望を地域でささえるために～

世田谷区 高齢福祉部
介護予防・地域支援課

あんしんすこやかセンター
マスコット「あんすこ君」

世田谷区の鳥「オナガ」
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今日のお話

１．認知症を取りまく状況

２．世田谷区の認知症に関する取り組み

３．これからの認知症ケアについて
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１．世田谷区の概況について
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（令和４年４月１日現在、外国人含む）

●人口： 917,145人
●65歳以上人口：186,486人
●高齢化率：20.33% （令和3年4月1日 20.18％）

●介護保険の要支援・要介護認定者数 41,267人

●介護保険の要支援・要介護認定者における認知症高齢者数 24,413人

＊実際の認知症の方の数はもっと多い。介護認定を受けていない方、および若年性認知症の方は含まれてない。

●地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）数：28か所（委託）

資料：せたがや統計情報館ほか

世田谷区の特徴
・都心から近く、人口の流出入率の高い20代～30歳代の単身世帯が多い。
・若者のまち、高級住宅街、緑多い崖線エリア等地域によって個性がある。
マンションが多く、自治会の加入率が年々低下。
地域のつながりが希薄になってきている。



日本の平均寿命
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（国）認知症高齢者の将来推計

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）

7人に1人
5人に1人

3人に1人

（万人） （％）
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（世田谷区）認知症高齢者の将来推計

平成29年7月「世田谷区将来人口推計」より

（％）（人）

9人に1人

8人に1人

6人に1人

7人に1人
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「認知症」のイメージは？
何もわからなくなる

何も出来なくなる

人生、おしまいだ…

周囲に迷惑かける

徘徊する、興奮する

ネガティブ

自分には関わりがない



正しく知ることで、イメージを変える

差別・偏見の解消



誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らし続けられる

「地域共生社会」

世田谷区が目指す姿

２.世田谷区の認知症に関する取り組み

「地域包括ケアシステムの推進」
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・２０２５年に向けて国が推進する、
地域の包括的な支援・サービス提供体制。

・目的は、高齢者の尊厳の保持と、自立生活の支援。
・公的サービスだけでなく、地域の力も活用。
地域一体で支援する仕組み。
（地域とは、自宅から３０分で駆け付けられる中学校区域）

・５つの構成要素を、地域で一体的に提供。
①医療 ②介護 ③介護予防 ④生活支援 ⑤住まい

「地域包括ケアシステム」とは？
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地域共生社会の実現に向けた

地域包括ケアシステムの取組み

■平成２８年度より全国に先駆けて、

全日常生活圏域 （地区）に

「福祉の相談窓口」を設置。

■対象者は、高齢者だけでなく、

障害者や、 子育て家庭など、

支援が必要な区民。
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まちづくりセンター
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・三者連携の調整
・相談支援機能の充実
・区民や地域活動団体等との調整
・支所や本所との調整
・地域防災力の向上 など

あんしんすこやかセンター
・総合相談
(障害者、子育て家庭、生活困窮者含む)
・包括的・継続的なマネジメント支援
・在宅医療の普及啓発
・地域ケア会議の実施
・地区ネットワークの構築 など

社会福祉協議会
・地域資源開発
・地域資源のネットワーク化
・地域活動立ち上げ・運営支援
・課題の把握
・協議体(第2層)の運営 など

総合支所

連携・協働 連携・協働

連携・協働

連携・協働

「第8期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」より



平成２１年度～

平成２８年度～

２８地区５地域全区

認知症専門相談員
（区独自）

もの忘れ相談窓口

区での地域包括支援センターもの忘れに関する身近な相談窓口

区(本庁)：

高齢福祉部

あんしんすこやかセンター(７箇所)世田谷総合支所

北沢総合支所

玉川総合支所

砧総合支所

烏山総合支所

あんしんすこやかセンター（６箇所)

あんしんすこやかセンター（７箇所)

あんしんすこやかセンター（３箇所)

あんしんすこやかセンター(５箇所)

委
託
管
理
の
連
携
・協
力

個
別
事
例
へ
の
支
援

福祉の相談窓口

「福祉の相談窓口」

地域包括ケアの地区展開の取り組み
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世田谷区の地域包括ケアシステムの仕組み
高齢者・障害者・
子育て世帯等の
困りごとの相談

•

•子ども児童
•子育て世代

•地域資源
ネットワーク
•社会資源開発
•地域活動立ち上げ
運営支援

• 高齢者支援
• ・介護予防

•地域づくり
•安心安全
•防災 ほか まちづくり

センター

あんしん
すこやか
センター

児童館社会福祉
協議会

協
働

■「福祉の相談窓口」で
三者が一体化

まちづくりセンター
あんしんすこやかセンター
社会福祉協議会
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世田谷区認知症在宅生活サポートセンター
【設置目的】

認知症になっても安心して生活できる地域社会の実現に向けて、
専門的かつ中核的な役割を果たす拠点として設置。

■開設：令和2年4月1日

■場所：世田谷区立保健医療福祉総合プラザ内

■スタッフ：医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、
作業療法士、薬剤師、栄養士など

【参考資料】
「世田谷区認知症在宅生活サポートセンター構想」（平成２５年）
「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」第17条に規定。 16



世田谷区認知症在宅生活サポートセンターの機能

■５つの機能

①訪問サービスによる在宅生活のサポート機能（初期集中支援チーム事業）

②家族支援のサポート機能（家族会、心理相談、ストレスケア講座など）

③普及啓発・情報発信機能（講演会、あんしんガイドブック配布、本人交流会など）

④技術支援・連携強化機能（医師による専門相談、社会参加型プログラムなど）

⑤人材育成機能（世田谷版認知症サポーターステップアップ・フォローアップ講座）
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世田谷区
認知症とともに
生きる希望条例

（令和2年10月施行）

世田谷区民が、未来志向で取り組みを進めていく道標

「希望条例」という言葉には、

これまでの社会に残っていた認知症に対する差別・偏見をとり払い、

認知症の本人が尊厳をもって

地域で暮らすことができるようにという「思い」が込められています。
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全国の認知症施策に関する条例（令和4年7月1日現在）

愛知県大府市 大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例 （平成30年4月1日施行）
神戸市 神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例 （平成30年4月1日施行）
愛知県設楽町 設楽町認知症の人にやさしい地域づくり基本条例 （平成30年9月25日施行）
愛知県 愛知県認知症施策推進条例 （平成30年12月21日施行）
和歌山県御坊市 御坊市認知症の人とともに築く総活躍のまち条例 （平成31年4月1日施行）
愛知県知多市 知多市認知症施策推進条例 （平成31年4月1日施行）
島根県浜田市 浜田市認知症の人にやさしいまちづくり条例 （令和元年9月30日施行）
名古屋市 名古屋市認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくり条例（令和2年4月1日施行）
滋賀県草津市 草津市認知症があっても安心なまちづくり条例 （令和2年4月1日施行）
愛知県東浦市 東浦市認知症にやさしいまちづくり推進条例 （令和2年6月26日施行）
東京都世田谷区 世田谷区認知症とともに生きる希望条例 （令和2年10月1日施行）
大阪府河内長野市河内長野市認知症と共に生きるまちづくり条例 （令和3年7月1日施行）
神奈川県大和市 大和市認知症1万人時代条例 （令和3年9月29日施行）
大分県臼杵市 臼杵市みんなで取り組む認知症条例 （令和3年9月30日施行）
群馬県渋川市 渋川市認知症とともに生きる地域ふれあい条例 （令和3年10月1日施行）
京都市京丹後市 京丹後市認知症とともに生きるまちづくり条例 （令和4年3月29日施行）
兵庫県明石市 明石市認知症あんしんまちづくり条例 （令和4年3月30日施行）
千葉県浦安市 浦安市認知症とともに生きる基本条例 （令和4年7月1日施行）

全国で１１番目
（東日本で初）
（首都圏で初）



【第3条】
●自分らしく生きる希望を持ち、どの場所で暮らしていてもその意思と

権利が尊重され、自分のチカラを発揮しながら、安心して暮らし続け
られることができる地域を作る。

●区民、地域活動団体、関係機関および事業者が認知症に対し深い
関心を持ち、自らのことと捉え、自主的かつ自発的な参加および協
働により地域との関わりをもつことで、地域共生社会の実現を図る。
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「希望条例」の基本理念



「希望条例」で大切にしている4つの視点
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認知症観の転換

「予防」よりも「そなえ」

「サポーター」から
「パートナー」へ

本人が参加・発信

誰もが暮らしやすい
地域と社会づくり
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認知症の本人が参画した

「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」
（令和２年１０月施行）

医療や介護、生活支援の関係者ができること

● 本人が自宅、病院、施設など、どこで暮らしていても、

ひとりひとりの希望と権利・人権を大切にします。

●本人が必要な時に必要な支援を受けられるよう、

関係者同士や地域とのつながりを深めます。

●本人と家族が自分たちに合った支援を選べるように、

必要な情報をわかりやすく伝えます。

●「私の希望ファイル」を医療・介護の現場と区民に伝え、

いかしていくことを応援します。



①認知症観の転換
【情報発信・共有プロジェクト】

②本人の 発信・参加、
ともにつくる

【本人発信・参画プロジェクト】

③みんなが「備える」
「私の希望ファイル」

【「私の希望ファイル」
プロジェクト】

④希望と人権を大切に、
暮らしやすい地域をともにつくる

【地域づくりプロジェクト】

認知症になってからも
安心して 自分らしく

暮らせる

★「4つの重点テーマ」★

２３

～条例実現に向けて～

世田谷区認知症とともに生きる希望計画
（令和３年３月策定）



１．認知症を自分ごととして
・暮らしを振り返りながら、前向きに考えていけるよう。
・認知症になってからも、出会いとつながりで、地域の中で楽しく暮らしていける

イメージを広げられるよう。

２．認知症になっても、より良く生きていける可能性を
・病気そのものではなく、認知症が環境の影響を大きく受ける「状態」であることを伝え、
より良く暮らせる可能性が広がっていることを、リアルに知ってもらう。

＊「認知症＝病気 症状⇒怖い なりたくない」という誤った理解をなくす。

３．体験者から可能性、共生、そなえを学ぶ
・認知症体験者の声や実例をもとに、ともにより良く生きていける方法や、
自分の望みを声にし合うことを通して「そなえ」を学ぶ。

＊一人ひとりが考え、語りあい、学びあう。
＊伝え手も、区民・生活者の一人として同じ場所・対等の関係で。

※本人も受講し、前向きになれる内容に！

アクション講座とは
（「世田谷版認知症サポーター養成講座」）
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世田谷区の認知症関連事業（抜粋）
認知症当事者が対象

■認知症初期集中支援チーム
■啓発型もの忘れチェック講演会

（サポート医の講演会と、条例の啓発、あんすこ相談会）
■地区型もの忘れチェック相談会

（各あんすこで年１回開催の医師による個別相談会）
■医師による認知症専門相談事業
（認知症専門医による単発アウトリーチ型相談）

■本人交流会…など

■ストレスケア講座
■家族のための心が楽になる心理相談

（臨床心理士による個別相談）
■区主催・認知症高齢者の家族会
■介護者の会・家族会…など

■本人発信・参画
・講演会やアクション講座での講師
・本人出席メッセージ動画作成への協力
・区の様々な会議に委員として出席
・地区アクションへの参加…など

■アクション講座（世田谷版認知症サポーター養成講座）
■認知症カフェ ■認知症カフェハンドブック
■認知症講演会 ■若年性認知症講演会
■うつ予防講演会 ■にんさぽだより
■認知症在宅生活サポートセンターHP開設…など

介護家族が対象 全区民が対象



・主な症状について Ｐ.３

・加齢による「もの忘れ」と、
認知症の「もの忘れ」との違い Ｐ.４

・認知症に早く気づくことが大事なわけ Ｐ.５

・認知症の程度に合わせたサービス（支援）
利用の早わかり表 Ｐ.１２～Ｐ.１３

・自分でできる認知症の気づきチェックリスト
Ｐ.２２～Ｐ.２３

・各種相談先
①あんしんすこやかセンター Ｐ.６、Ｐ.２４
②専門医や医療機関など Ｐ.７～Ｐ.１０

認知症あんしんガイドブック（認知症ケアパス）

２７

お近くのあんしんすこやかセンターや支所・保健福祉課で
お渡しできます。お問い合わせください。



「インフォーマルな取り組み」が掲載されています。
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★その人のこれまでの暮らしや、興味・関心に沿って、
日々の生活を続けること自体が、張り合いや楽しみ、健康づくりに
つながるように・・・インフォーマルな取り組みも盛り込みながら。
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後期高齢者医療証への同封スタート（令和5年4月）

「認知症の気づきチェックリスト」



p.3  上
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３．これからの認知症ケアについて



p.3  下
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p.9-10  上

３３



p.9-10  下

３４



2023.2月 区職員向け講座 遠矢医師資料より

３５



・治療薬ができれば良い

・まわりの人と仲良く暮らしたい

・まわりに迷惑をかけたくない

・家族がいなくなるかもしれないと心配

・家族と一緒に暮らし続けたい

・できる限り自宅で暮らしたい

・今の状態や生活を維持していきたい
認知症初期の暮らしと必要な支援（2017年３月）
公益社団法人認知症の人と家族の会・

認知症の人が希望する生活
・まわりの人と関わり続けたい

・仕事やボランティアを続けたい

・自分のしたいことを続けたい
・元気で長生きしたい

・今のままで良い

・穏やかに暮らしたい
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p.16
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～令和４年度 地域づくりプロジェクト～

地区のアクション報告
※一部抜粋

令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料
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地区の取組み状況 ※一部抜粋
（1）池尻地区 ●認知症があっても、なくても、人と人、人と地域をつなげる

アクションチーム「人認会（にんにん会）」。

認知症の本人と一緒にガーランド（ハンカチ屋さん提供の布で

作った装飾）を作成。商店街の協力もありイベントでお披露目。

●住民の「つながりの場があると良いね」の声から、話し合いを

重ね、「まちなか作品展」を開催。108点！も作品応募あり。

会場では作品を見ながら初対面でも会話が生まれ、和やかで

楽しい作品展に。

（2）太子堂地区
●毎週水曜日に実施している「青空ラジオ体操」の

メンバーでアクションチームを始動。

●「地域で何かしたい！」という思いのある

人が集まってアクションミーティングを開始。

●認知症カフェ「さんこみゅ」でのアクション講座に

若年性認知症の本人が参加。

●オレンジの日（拡大版青空カフェ）を開催。

令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料
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地区の取組み状況 ※一部抜粋
（３）経堂地区

（４）松沢地区

●総勢60名で条例懇話会を開催し、区民（認知症カフェ運営者の

呼びかけでアクションチームを設立。

●認知症の本人による、絵本の読み聞かせ会、桜丘中学校2年生

を対象としたアクション講座、児童館の子ども達とのボッチャ

大会を実施。

●来年度から認知症の本人と行うオレンジテニスを企画中。

●まちセンで「認知症」をテーマに健康教室を実施。
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●青少年地区委員からの依頼で、緑ヶ丘中学校、松沢中学校の

老人ホームボランティアを対象にアクション講座を実施。

認知症の本人も、インタビューやグループワークに参加。

●日本大学文理学部社会福祉学科の学生向けに、

アクション講座を実施。認知症の本人が登壇し、家族への

変わらぬ愛を語る姿に涙する学生も。

●四者連携会議で認知症の取組みについて随時情報共有。

令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料



地区の取組み状況 ※一部抜粋
（５）上野毛地区

（６）二子玉川地区
●「認知症」をテーマに地区版地域ケア会議を実施。

●RUN伴プラス（玉川コース）で商店街等、地域を挙げて参加。

●認知症本人の声から認知症カフェを再開（ほっとカフェ１号店。

会場はデイサービス施設「タカシマヤユアテラス」。 ）

●その後、思いがけない人と人のつながりから、ほっとカフェ２号

店がオープン。力強い地域のパワーが追い風になっています。
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●三者連携事業として、玉川野毛町公園でラジオ体操会を開催。

毎週木曜9時に顔を合わせ、顔なじみができたり、誘い合うなど

交流の場にもなっています。

●買い物や犬の散歩などを通して、やさしく見守りあうまちを

つくる「かみのげ やさしくみまもり隊」を結成。

オレンジ色のバンダナや、自転車にプレートをつけて

「ながら見守り活動」に取組んでいます。

令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料



地区の取組み状況 ※一部抜粋
（７）深沢地区

（８）祖師谷地区
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●安心して暮らせるまちづくりを目指して、声かけ模擬訓練を

商店街の「見守りステッカー」発見ツアーと合わせて実施。

●社協・あんすこ通信で「希望条例」特集記事を掲載。

●社協の困りごと解決プロジェクト認知症グループ：

サロン「かめ」でアクション講座を開催。

●深沢シルバーピア団らん室を活用し、認知症カフェ

「聴かせて」をオープン。

●85歳を過ぎてから絵画の趣味を持ち、イキイキ暮らす認知症の本人の

絵画展開催に向けて、民生委員や関係者と四者連携で準備中。

“高齢になっても認知症になっても生きがいを持って楽しく暮らせる“ と、

見た人に感じてもらえる絵画展をめざしています。

令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料



地区の取組み状況 ※一部抜粋

（10）砧地区

（９）喜多見地区
●コミニュニティカフェ「うなカフェ」は、認知症のある・なしに

関わらず、時には、近隣のクループホーム入居者も参加するなど

孤立せず集う、あたたかな居場所となっています。
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●家族会・地域住民・関係者が、認知症の本人の意見も聞き

ながら、タリーズの協力のもと、認知症カフェ

「キヌタdeカフェ」を立ち上げ。

●カフェビシュロンでも「語りあう会」を開催。

●カフェ参加の認知症本人の声から、目黒星美学園中学生と

歌の交流「Xmasイベント音楽を楽しむつどい」を実施。

令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料



地区の取組み状況 ※一部抜粋

（12）烏山地区
●地域住民の「近所にスーパーがなく買い物に困っている」の

声をきっかけに、民生委員等による「給田お買い物マルシェ」

を定期開催。

●マルシェ3周年イベントでは、移動販売のほか、

ベジタブルチェックコーナー、栄養相談等も開催。

●存明寺でアクション講座を開催。

（11）上北沢地区 ●上北沢地区アクションチームを発足。

希望条例の理解促進策として、条例パンフレットを町会・

自治会、サロン、ミニデイ、商店や金融機関へ700部配布。

区のおしらせ（7月25日号）一面で、希望条例に関する

取組みを掲載。

●サロン、事業者、小学校など11回アクション講座を実施

（共同開催含む）。四者連携で、松沢病院、地域共生の家

などとも連携し、チームの拠点づくりを始めている。
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令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料



地区の取組み状況 ※一部抜粋

（13）若林地区

（16）松原地区（14）新代田地区

（15）北沢地区
●認知症カフェ「虹からカフェ」を、あんすこで立ち上げ、

三者連携会議で進捗を共有。

より地域に開かれた場所での開催をめざし、まちづくり

センター所長が会場調整。今後、三者連携事業として

スターバックスに会場を移転した取組みに向け準備中。

●社会福祉協議会のふれあいいきいきサロン「サロンドオハナ」と、

「サロンドモナミ」の参加者である認知症の本人の、日々の暮ら

しから感じる声を丁寧に聞きながら、今後の地域づくりを思案し

ています。

●まちづくりセンター所長が仲介して、代田小学校で

アクション講座実施がスタート。

認知症の本人も登壇し、終了後も児童が認知症の方と

ともにできることを考え、オンラインで昔遊びやクイ

ズなどを通して交流あり。

その後も2年続けて、アクション講座を実施。

●オレンジハート（チームオレンジ）が開催する「オレンジ

カフェせたOHA」を有志が見学。

地区の居場所づくりに向けて、民生委員やオレンジハート等

と「認知症カフェ立ち上げミーティング」を重ねて三者連携

で準備中を進めています。
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令和５年３月１５日
令和４年度第３回世田谷区認知症施策評価委員会 資料



p.5  上
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令和3年11月6日 「希望条例」施行1周年イベント

①丹野 智文さん（希望大使）の基調講演
②丹野さんがコーディネーター役で

区内在住の認知症ご本人とのパネルディスカッション、
③認知症施策評価委員による「希望計画」、

４つの推進プロジェクトの紹介など。

世田谷区ホームページで、イベント当日の
様子を動画でご覧いただけます。

プログラム



希望条例がめざすもの
「一人ひとりの希望および権利が尊重され、
ともに安心して自分らしく暮らせるまち、せたがや」

認知症になってからも安心して暮らせるまちは、
子どもも高齢者も、障害がある人も、子育てする人も
みんなが暮らしやすい「優しいまち」です。
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◆本人の声をしっかり聴く
◆意志決定支援
◆能力（強み）をアセスメントし活かす時代へ
◆ニーズに対するアセスメントでは不十分

•その人の潜在・残存能力が最大限引き出される環境作りを支援する
•その人の活躍の場、活躍の機会を最大化

これからの認知症ケアの在り方

ぜひ認知症のご本人と、「本人交流会」や「認知症カフェ」、
各地区の楽しいアクションなど…

インフォーマルな活動に一緒に参加してみてください！
お一人での見学もお待ちしています♪

インフォーマルな地域の支援を意識してケアプランに！

５０


